
第1４回目の対象防衛関係施設の指定等について（自衛隊施設）

◆ これまでに小型無人機等飛行禁止法に基づき、 ３１３の自衛隊施設を小型無人機等の飛行を禁止する対象防衛関係施設として指定
◆ 順次指定しており、今回、陸上自衛隊佐賀駐屯地の新設に合わせて、同駐屯地の指定を行う。（６月２７日告示・７月９日施行予定）
◆ 対象防衛関係施設の指定とともに、当該対象防衛関係施設の警備責任者を対象施設の管理者とする告示を行う。

令 和 ７ 年 ６ 月
防 衛 省

陸上自衛隊佐賀駐屯地

対象防衛関係施設 所在地 管理者

陸上自衛隊佐賀駐屯地 佐賀県佐賀市 佐賀駐屯地司令



（参考）対象防衛関係施設として指定した自衛隊施設（３１４施設）①
① 令和元年６月13日

（13施設）

③ 令和２年８月７日

（14施設）

⑤ 令和３年８月６日

（38施設）

⑥ 令和３年12月20日

（57施設）

・ 防衛省市ヶ谷庁舎

・ 札幌駐屯地

・ 仙台駐屯地

・ 朝霞駐屯地

・ 伊丹駐屯地

・ 健軍駐屯地

・ 横須賀地方総監部

船越庁舎

・ 横須賀地方総監部

逸見庁舎

・ 舞鶴地方総監部

第一地区

・ 大湊地方総監部

・ 佐世保地方総監部

・ 呉地方総監部

・ 府中基地

・ 旭川駐屯地

・ 帯広駐屯地

・ 神町駐屯地

・ 相馬原駐屯地

・ 大村航空基地

・ 岩国航空基地

・ 千歳基地

・ 三沢基地

・ 百里基地

・ 浜松基地

・ 小松基地

・ 築城基地

・ 新田原基地

・ 那覇基地

・ 真駒内駐屯地

・ 東千歳駐屯地

・ 青森駐屯地

・ 霞ケ浦駐屯地

・ 北宇都宮駐屯地

・ 練馬駐屯地

・ 守山駐屯地

・ 明野駐屯地

・ 千僧駐屯地

・ 海田市駐屯地

・ 善通寺駐屯地

・ 福岡駐屯地

・ 北熊本駐屯地

・ 那覇駐屯地

・ 下総航空基地

・ 徳島航空基地

・ 小月航空基地

・ 硫黄島航空基地

・ 南鳥島航空基地

・ 静浜基地

・ 岐阜基地

・ 防府北基地

・ 当別分屯基地

・ 大湊分屯基地

・ 加茂分屯基地

・ 大滝根山分屯基地

・ 佐渡分屯基地

・ 輪島分屯基地

・ 笠取山分屯基地

・ 経ヶ岬分屯基地

・ 見島分屯基地

・ 背振山分屯基地

・ 海栗島分屯基地

・ 高畑山分屯基地

・ 下甑島分屯基地

・ 沖永良部島分屯基地

・ 与座岳分屯基地

・ 宮古島分屯基地

・ 宗谷通信所

・ 礼文分屯地

・ 標津分屯地

・ 習志野駐屯地

・ 武山駐屯地

・ 川内駐屯地

・ 奄美駐屯地

・ 瀬戸内分屯地

・ 白川分屯地

・ 勝連分屯地

・ 知念分屯地

・ 八重瀬分屯地

・ 南与座分屯地

・ 宮古島駐屯地

・ 与那国駐屯地

・ 習志野演習場

・ 下北海洋観測所

・ 沖縄基地隊

・ 函館基地隊本部

・ 松前警備所

・ 竜飛警備所

・ 対馬防備隊本部

・ 壱岐警備所

・ 上対馬警備所

・ 下対馬警備所

・ 余市防備隊

・ 飯岡受信所

・ 市原送信所

・ えびの送信所

・ 樺山送信所

・ 近川受信所

・ 串良送信所

・ 国頭受信所

・ 柏送信所

・ 築城高射教育訓練場

・ 長沼分屯基地

・ 稚内分屯基地

・ 網走分屯基地

・ 根室分屯基地

・ 奥尻島分屯基地

・ 襟裳分屯基地

・ 八雲分屯基地

・ 車力分屯基地

・ 山田分屯基地

・ 峯岡山分屯基地

・ 御前崎分屯基地

・ 串本分屯基地

・ 白山分屯基地

・ 饗庭野分屯基地

・ 高尾山分屯基地

・ 土佐清水分屯基地

・ 高良台分屯基地

・ 福江島分屯基地

・ 奄美大島分屯基地

・ 恩納分屯基地

・ 久米島分屯基地

・ 知念分屯基地

② 令和元年９月26日

（14施設）

④ 令和２年12月17日

（13施設）

・ 丘珠駐屯地

・ 霞目駐屯地

・ 立川駐屯地

・ 八尾駐屯地

・ 目達原駐屯地

・ 健軍駐屯地

高遊原分屯地

・ 大湊航空基地

・ 八戸航空基地

・ 館山航空基地

・ 舞鶴航空基地

・ 小松島航空基地

・ 鹿屋航空基地

・ 入間基地

・ 春日基地

・ 木更津駐屯地

・ 松島基地

・ 小牧基地

・ 美保基地

・ 芦屋基地

・ 秋田分屯基地

・ 新潟分屯基地

・ 東千歳通信所

・ 大井通信所

・ 小舟渡通信所

・ 美保通信所

・ 太刀洗通信所

・ 喜界島通信所



（参考）対象防衛関係施設として指定した自衛隊施設（３１４施設）②

⑦ 令和４年８月10日

（51施設）

⑧ 令和５年１月２0日

（5８施設）

⑨ 令和５年３月７日

（２施設）

・ 沼田分屯地

・ 近文台分屯地

・ 多田分屯地

・ 足寄分屯地

・ 島松駐屯地

・ 苗穂分屯地

・ 日高分屯地

・ 安平駐屯地

・ 早来分屯地

・ 白老駐屯地

・ 多賀城駐屯地

・ 反町分屯地

・ 船岡駐屯地

・ 朝日分屯地

・ 古河駐屯地

・ 吉井分屯地

・ 松戸駐屯地

・ 十条駐屯地

・ 用賀駐屯地

・ 桂駐屯地

・ 宇治駐屯地

・ 祝園分屯地

・ 三軒屋駐屯地

・ 富野分屯地

・ 鳥栖分屯地

・ 大分分屯地

・ 保良訓練場

・ 古江貯油処

・ 海上自衛隊吾妻島地区

・ 海上自衛隊比宇与地区

・ 横須賀地方総監部

補給倉庫

・ 呉弾薬整備補給所

・ 大麗女弾薬庫

・ 飛渡瀬燃料貯蔵所

・ 吉浦燃料貯蔵所

・ 金山弾薬庫

・ 針尾弾薬庫

・ 佐世保造修補給所

立神桟橋

・ 佐世保造修補給所

西倉庫

・ 海上自衛隊北吸地区

・ 舞鶴弾薬整備補給所

・ 大波燃料貯蔵所

・ 舞鶴造修補給所浜地区

・ 大湊弾薬整備補給所

・ 芦崎貯油所

・ 徳島燃料貯蔵所

・ 海上自衛隊艦船補給処

・ 海上自衛隊航空補給処

・ 東北町分屯基地

・ 木更津分屯基地

・ 高蔵寺分屯基地

・ 名寄駐屯地

・ 上富良野駐屯地

・ 美唄駐屯地

・ 北千歳駐屯地

・ 静内駐屯地

・ 弘前駐屯地

・ 八戸駐屯地

・ 岩手駐屯地

・ 大和駐屯地

・ 秋田駐屯地

・ 福島駐屯地

・ 郡山駐屯地

・ 宇都宮駐屯地

・ 下志津駐屯地

・ 横浜駐屯地

・ 松本駐屯地

・ 駒門駐屯地

・ 豊川駐屯地

・ 大津駐屯地

・ 大久保駐屯地

・ 川西駐屯地

・ 青野原駐屯地

・ 姫路駐屯地

・ 日本原駐屯地

・ 松山駐屯地

・ 飯塚駐屯地

・ 小郡駐屯地

・ 久留米駐屯地

・ 相浦駐屯地

・ 相浦駐屯地

崎辺分屯地

・ 竹松駐屯地

・ 湯布院駐屯地

・ 桜森高射教育訓練場

・ 祝梅高射教育訓練場

・ 名寄高射教育訓練場

（内淵地区）

・ 舞鶴海上訓練指導隊

・ 鹿児島音響測定所

・ 長浦・新井地区

・ 父島基地分遣隊

・ 呉地方総監部からす小島係留所

・ 呉地方総監部係船堀地区

・ 阪神基地隊

・ 仮屋磁気測定所

・ 由良基地分遣隊

・ 呉教育隊

・ 呉警備隊

・ 佐伯基地分遣隊

・ 呉港務部第３区

・ 下関基地隊

・ 崎辺地区

・ 奄美基地分遣隊

・ 平瀬地区

・ 舞鶴警備隊

・ 新潟基地分遣隊

・ 第１術科学校

・ 第１術科学校大原訓練場

・ 熊谷基地

・ 武山高射訓練場長井統制地区

・ 石垣駐屯地

・ 防府北基地レーダー地区

⑩ 令和５年９月２６日

（３９施設）

・ 北恵庭駐屯地

・ 南恵庭駐屯地

・ 幌別駐屯地

・ 函館駐屯地

・ 土浦駐屯地

・ 新町駐屯地

・ 大宮駐屯地

・ 三宿駐屯地

・ 東立川駐屯地

・ 久里浜駐屯地

・ 新発田駐屯地

・ 北富士駐屯地

・ 富士駐屯地

・ 滝ケ原駐屯地

・ 板妻駐屯地

・ 春日井駐屯地

・ 久居駐屯地

・ 今津駐屯地

・ 福知山駐屯地

・ 信太山駐屯地

・ 米子駐屯地

・ 山口駐屯地

・ 小倉駐屯地

・ 対馬駐屯地

・ 大村駐屯地

・ 別府駐屯地

・ 玖珠駐屯地

・ えびの駐屯地

・ 都城駐屯地

・ 国分駐屯地

・ 小月航空基地小月射撃場

・ 干尽地区

・ 大波射撃場

・ 舞鶴教育隊

・ 芦崎訓練場

・ 第一術科学校長浜射撃場

・ 三沢基地四川目訓練場

・ 小牧基地笠原訓練場

・ 高蔵寺分屯基地飛地地区



（参考）対象防衛関係施設として指定した自衛隊施設（３１４施設）③

⑪ 令和６年３月２７日

（5施設）

⑫ 令和６年１０月２２日

（２施設）

⑬令和７年４月１１日

（７施設）

⑭令和７年６月２７日

（１施設）

・ 大屋野原演習場

・ 十文字原演習場

・ 日出生台演習場

・ 霧島演習場

・ 佐多射撃場

・ 別海駐屯地

・ 朝霞訓練場

・ 北海道大演習場

・ 上富良野演習場

・ 矢臼別演習場

・ 王城寺原演習場

・ 北富士演習場

・ 東富士演習場

・ 饗庭野演習場

・ 佐賀駐屯地

（参考）対象防衛関係施設として指定した在日米軍施設・区域（６３施設）

① 令和２年８月７日
（15施設）

② 令和３年８月６日
（15施設）

③ 令和４年１２月２６日
（15施設）

④令和６年５月１７日
（18施設）

・ 三沢飛行場

・ 車力通信所

・ 横田飛行場

・ キャンプ座間

・ 厚木海軍飛行場

・ 横須賀海軍施設

・ 経ヶ岬通信所

・ 岩国飛行場

・ 佐世保海軍施設

・ 立神港区

・ キャンプ・シュワブ

・ キャンプ・ハンセン

・ 嘉手納飛行場

・ キャンプ瑞慶覧

・ 普天間飛行場

・ 横浜ノース・ドック

・ 富士営舎地区

・ 呉第六突堤

・ 板付飛行場

・ 佐世保ドライ・ドック地区

・ 佐世保弾薬補給所

・ 横瀬貯油所

・ 針尾島弾薬集積所

・ 辺野古弾薬庫

・ 嘉手納弾薬庫地区

・ 天願桟橋

・ キャンプ・コートニー

・ キャンプ・シールズ

・ ホワイト・ビーチ地区

・ 那覇港湾施設

・ 八戸貯油施設

・ 三沢対地射爆撃場

・ 赤坂プレス・センター

・ ニューサンノー米軍センター

・ 相模総合補給廠

・ 沼津海浜訓練場

・ 秋月弾薬庫

・ 川上弾薬庫

・ 広弾薬庫

・ 祖生通信所

・ 灰ケ峰通信施設

・ トリイ通信施設

・ 泡瀬通信施設

・ 金武レッド・ビーチ訓練場

・ 金武ブルー・ビーチ訓練場

・ 所沢通信施設

・ 大和田通信所

・ 木更津飛行場

・ 吾妻倉庫地区

・ 浦郷倉庫地区

・ 鶴見貯油施設

・ 赤崎貯油所

・ 庵崎貯油所

・ 北部訓練場

・ 伊江島補助飛行場

・ 八重岳通信所

・ 牧港補給地区

・ 陸軍貯油施設

・ 鳥島射爆撃場

・ 出砂島射爆撃場

・ 久米島射爆撃場

・ 津堅島射爆撃場

・ 沖大東島射爆撃場



用途区分 陸　自 海　自 空　自 他 計

154 84 69 7 314 第１回(令和元年6月13日) 13

市ヶ谷庁舎・ＭＣ司令部 5 6 1 1 13 第２回(令和元年9月26日) 14

航空部隊司令部 6 6 2 14 第３回(令和2年8月7日) 14

航空部隊(実運用) 4 2 8 14 第４回(令和2年12月17日) 13

航空部隊(救難・輸送) 1 6 7 第５回(令和3年8月6日) 38

情報本部通信所 6 6 第６回(令和3年12月20日) 57

航空部隊等(教育・研究) 3 5 3 11 第７回(令和4年8月10日) 51

師旅団司令部 11 11 第８回(令和5年1月20日) 58

BMDレーダーサイト 16 16 第９回(令和5年3月7日) 2

防空レーダーサイト 12 12 第10回(令和5年9月26日) 39

沿岸監視隊 4 4 第11回(令和6年3月27日) 5

海洋観測所 2 2 第12回(令和6年10月22日) 2

PAC-3部隊 3 9 12 第13回(令和7年4月11日) 7

SSM・SAM部隊(南西) 8 8 第14回(令和7年6月27日予定) 1

防備隊・基地隊 8 8 合計 314

通信施設 1 7 4 12

補給施設 27 21 3 51

営舎施設・港湾施設等 68 22 2 92

演習場・訓練場 13 5 3 21

今後指定 150 0 1 151

営舎施設・港湾施設等 17 1 18

演習場・訓練場 133 133

指定履歴※第14回は見込み

指定済

※個別検討により指定予定施設数は増減する場合がある。

（参考）対象防衛関係施設指定状況（自衛隊施設・今回反映後）



小型無人機等の飛行が原則として禁止されるエリア
• 対象施設の敷地・区域の上空
• 対象施設の周囲（おおむね300ｍ）の上空

◆ 小型無人機等によるテロ等の危険を未然に防止するため、平成28年、国の重要な施設等、外国公館

等、原子力事業所を対象として、小型無人機等の飛行を原則禁止する小型無人機等飛行禁止法が成
立（同年4月7日施行）

◆ 令和元年６月、法改正により、対象施設に防衛関係施設（自衛隊施設、在日米軍施設）等を追加

対象施設
• 国の重要な施設等（総理官邸、危機管理行政機関等）

• 外国公館等
• 防衛関係施設（自衛隊施設・在日米軍施設）
• 原子力事業所
• 空港

対象施設の周囲
（イエローゾーン）

禁止エリアで小型無人機等の飛行が認められる場合
①施設管理者の同意を得た飛行
②土地所有者等の同意を得た飛行
③国・地方公共団体の業務での飛行

※ 防衛関係施設の上空は、①の場合のみ飛行可能。

安全確保措置
警察官・海上保安官に加え、自衛隊施設を職務上
警護する自衛官による安全確保措置（退去命令、
飛行妨害等）を規定

※ 自衛隊施設の上空（レッドゾーン）以外は、警察官等が
その場にいない場合に限る。

罰則：１年以下の懲役又は50万円以下の罰金
レッドゾーン ：直罰
イエローゾーン：警察官等の命令に違反した場合

小型無人機等飛行禁止法の概要

禁止の例外

おおむね300m

対象施設の敷地・区域
（レッドゾーン）


